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1 

 

１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１）対象地域 

ア 構成市町 

伊達地方衛生処理組合（以下、「本組合」と称します。）を構成する市町のうち、ごみ処

理の広域処理を実施している 4 市町 

伊達市、桑折町、国見町、川俣町 

イ 面積 

473.74km2 

ウ 人口 

88,557 人（令和 5 年 3月 31 日現在） 

 

（内訳） 

市町村名 伊達市 桑折町 国見町 川俣町 

面積（km2） 265.12 42.97 37.95 127.70 

人口（人） 57,270 11,126 8,303 11,858 

 

（２）計画期間 

本計画は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日までの 5 年間を計画期間とし、目標

年度を令和 11 年度とします。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すも

のとします。 

 

（３）基本的な方向 

伊達地域（伊達市、桑折町、国見町、川俣町の地域、以下「伊達地域」という。）は、福島

県の北部に位置し、面積は 473.74km2になります。 

伊達地域のごみ処理は、本組合が有するごみ処理施設で広域処理を実施しています。 

このうち、ごみ焼却施設は平成 7 年 4 月の供用開始から 29 年近く経過しており、施設の老

朽化が進んでいます。このため、令和 14 年度からの供用開始を目指し、新たなごみ焼却施設

の整備を行うこととします。 

また、最終処分場は平成 10 年 4 月の供用開始から 26 年近く経過しており、残余容量がひ

っ迫しています。このため、令和 7 年度に最終処分場の嵩上げ工事を実施するとともに、既

存埋立物のうち、焼却残渣、不燃残渣を新たなごみ焼却施設で処理することで減容化を図る

など最終処分場の再生事業を実施することとします。 
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（４）ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

福島県ごみ処理広域化計画（平成 21 年度改訂）（以下、「広域化計画」と称します。）にお

いて、本地域は県北ブロックに属しています。県北ブロックの構成は本組合、福島市および

安達地方広域行政組合であり、設定されたブロック内で集約施設を整備することが望ましい

とされています。 

本組合において広域化への検討を行いましたが、福島市は既に市単独による建設工事が進

んでいること、安達地方広域行政組合は施設の供用開始から 21 年近く経過しているものの、

本組合の施設と比べて老朽化が進んでおらず、施設の更新は予定されていないこと、また、

広域化計画も平成 29 年度で終了している状況等を鑑み、現時点では本組合、福島市および安

達地方広域行政組合の施設を集約することは困難な状況と判断し、本組合では伊達地方（伊

達市、桑折町、国見町、川俣町）のごみの広域処理を引き続き行うこととしました。 

なお、福島市と安達地方広域行政組合と引き続き情報を共有し、必要に応じて広域化・集

約化について検討を行っていきます。 

 

（福島県ごみ処理広域化計画（平成 21 年度改訂）を基に一部加筆修正） 

図１ ごみ処理の広域ブロック図（令和 5 年度現在） 
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（５）プラスチック資源の分別収集および再商品化に係る実施内容 

住民がプラスチック使用製品の使用を合理化し、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑

制するよう、ごみ収集カレンダーやポスター等で啓発・情報提供を行います。 

また、構成市町では、従来よりプラスチック製容器包装を分別収集し、本組合の廃プラス

チック処理資源化施設で選別・圧縮梱包した後、容器包装リサイクル法に基づく指定法人に

再商品化を委託しています。 

今後は、現在もやせるごみとして収集・焼却処理している製品プラスチック類を含めたプ

ラスチック資源の分別収集および再商品化に向けて、実施方法や実施時期、再商品化等の実

施に必要となる既存施設の改良又は新たな処理施設の整備等の方針について検討を進め、 

令和１１年度までに構成市町の全域で実施するものとします。  
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

令和 4 年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図２のとおりです。 

 

 

図２ 一般廃棄物の処理状況フロー（令和 4年度） 

 

  

集団回収量 総資源化量

￤ ￤

直接資源化量 処理後再生利用量

1,012t 2,706t
2.6% 処理残さ量 6.9%

7,766t

排出量 計画処理 中間処理量 19.7% 処理後最終処分量

39,409t 38,397t 5,060t

100.0% 97.4% 減量化量 12.8%

30,631t ￤

自家処理量 直接最終処分量 77.7% ￤ 最終処分量

0t ￤ 5,060t

0.0% 12.8%

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。

620t 4,338t

39,409t

0t
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（２）一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指して、減

量化、再生利用に関する目標量を表１および図３に示すとおり定め、それぞれの施策に取り

組んでいくものとします。 

なお、参考として、添付資料２に現状と目標のトレンドグラフを添付します。 

 

表１ 減量化・再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

 
 

図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和 11 年度） 

  

事業系 総排出量 11,012 9,943 (-9.7%)

1事業所当たりの排出量※２ 2.73 2.54 (-7.0%)

生活系 総排出量 28,397 24,138 (-15.0%)

1人当たりの排出量※３ 293 266 (-9.2%)

合計 事業系生活系排出量合計 39,409 34,081 (-13.5%)
直接資源化量 1,012 トン (2.6%) 874 トン (2.6%)
総資源化量 4,338 トン (10.8%) 4,106 トン (11.8%)

－ MWｈ － MWｈ
－ GJ － GJ
5,060 トン (12.8%) 4,104 トン (12.0%)

※２ （1事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数）

※３ （1人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

≪用語の定義≫

トン/事業所 トン/事業所

トン トン

指　　　　　標 現状（割合※１） 目標（割合※１）

（令和4年度） （令和11年度）

排出量 トン トン

最 終 処 分 量 埋立最終処分量

kg/人 kg/人

トン トン
再生利用量

エ ネ ル ギ ー
回 収 量

エネルギー回収量（年間の発電電力量
及び熱利用量）

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対す

る割合

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕

総資源化量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：ＭＷｈ〕及び熱利用量〔単位：ＧＪ〕

集団回収量 総資源化量

￤ ￤

直接資源化量 処理後再生利用量

874t 2,564t
2.6% 処理残さ量 7.5%

6,668t

排出量 計画処理 中間処理量 19.6% 処理後最終処分量

34,081t 33,207t 4,104t

100.0% 97.4% 減量化量 12.0%

26,539t ￤

自家処理量 直接最終処分量 77.9% ￤ 最終処分量

0t ￤ 4,104t

0.0% 12.0%

34,081t

0t

668t 4,106t



 

6 

 

表１補足 構成市町ごとの減量化・再生利用に関する現状と目標 

 

  

伊達市 事業系 総排出量 6,330 5,807 (-8.3%)

1事業所当たりの排出量 2.46 2.35 (-4.5%)

生活系 総排出量 18,238 15,263 (-16.3%)

1人当たりの排出量 292 265 (-9.2%)

合計 事業系生活系排出量合計 24,568 21,070 (-14.2%)

直接資源化量(ﾄﾝ) 574 トン (2.3%) 481 トン (2.3%)

総資源化量(ﾄﾝ) 2,794 トン (11.1%) 2,674 トン (12.4%)

3,164 トン (12.9%) 2,552 トン (12.1%)

桑折町 事業系 総排出量 1,561 1,384 (-11.3%)

1事業所当たりの排出量 3.08 2.72 (-11.7%)

生活系 総排出量 3,663 3,078 (-16.0%)

1人当たりの排出量 294 268 (-8.8%)

合計 事業系生活系排出量合計 5,224 4,462 (-14.6%)

直接資源化量(ﾄﾝ) 193 トン (3.7%) 168 トン (3.8%)

総資源化量(ﾄﾝ) 605 トン (11.5%) 560 トン (12.4%)

644 トン (12.3%) 522 トン (11.7%)

国見町 事業系 総排出量 1,251 916 (-26.8%)

1事業所当たりの排出量 3.83 3.03 (-20.9%)

生活系 総排出量 2,667 2,176 (-18.4%)

1人当たりの排出量 285 245 (-14.0%)

合計 事業系生活系排出量合計 3,918 3,092 (-21.1%)

直接資源化量(ﾄﾝ) 180 トン (4.6%) 176 トン (5.7%)

総資源化量(ﾄﾝ) 479 トン (12.0%) 463 トン (14.6%)

485 トン (12.4%) 356 トン (11.5%)

川俣町 事業系 総排出量 1,870 1,836 (-1.8%)

1事業所当たりの排出量 2.96 2.91 (-1.7%)

生活系 総排出量 3,829 3,621 (-5.4%)

1人当たりの排出量 301 279 (-7.3%)

合計 事業系生活系排出量合計 5,699 5,457 (-4.2%)

直接資源化量(ﾄﾝ) 65 トン (1.1%) 49 トン (0.9%)

総資源化量(ﾄﾝ) 460 トン (8.1%) 409 トン (7.5%)

767 トン (13.5%) 674 トン (12.4%)

トン トン

埋立最終処分量

トン/事業所 トン/事業所

トン トン

kg/人 kg/人

トン トン

埋立最終処分量

トン トン

トン/事業所 トン/事業所

トン トン

kg/人 kg/人

トン トン

トン/事業所 トン/事業所

トン トン

kg/人 kg/人

トン トン

埋立最終処分量

トン トン

埋立最終処分量

トン トン

トン/事業所 トン/事業所

トン トン

kg/人 kg/人

トン トン

指　　　　　標 現状（割合） 目標（割合）

（令和4年度） （令和11年度）
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３ 施策の内容 

（１）発生抑制・再使用の推進 

発生抑制・再使用の推進に係る代表的な施策を以下に示します。 

 

ア ごみ処理の有料化等の検討 

事業系ごみは、従量制により課金し、処理料金を徴収しています。 

一方、生活系ごみは指定ごみ袋を導入していますが、処理料金は含まれていません。 

ごみの排出量に応じた負担の公平化の観点から、新ごみ処理施設の稼働に向けて指定ご

み袋に処理料金を上乗せすることについて検討を進めることとします。 

 

イ 環境教育、普及啓発 

広報、回覧板、チラシ等による PR 活動、自治会等説明会、先進地区等の見学会等を通じ

て、リサイクルに係る情報を住民や事業者に提供をおこなうことにより、環境教育および普

及啓発を行います。 

 

ウ ごみ減量化推進審議会の設置 

構成市町の取り組みとして、ごみ排出抑制・資源化推進委員会の設置を検討し、ごみ排出

抑制や資源化施策の評価・推進に取り組みます。 

 

エ 多量の一般廃棄物排出事業者に対する指導の徹底 

多量の一般廃棄物を排出している事業者に対して指導を徹底し、排出抑制・再資源化の推

進や分別排出の徹底を促します。 

 

（２）処理体制 

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

構成市町における生活系ごみの分別区分と処理方法については表２に示すとおりです。

今後も現状通りの処理体制を継続していきますが、老朽化が進行しているごみ焼却施設に

ついては、新たなごみ焼却施設の整備を行い、ごみ処理の効率化と生活環境の維持を図り

ます。 

また、プラスチック資源循環法については、組合と構成市町において対応を協議中であ

り、結果を踏まえて見直しを行うこととします。 

 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

今後も生活系ごみの分別区分に準じて処理・処分を行っていきます。 

また、多量にごみを排出する事業者に対しては、減量化や再資源化計画を作成するよう

指導を行います。 

 

 



 

8 

 

表２ 構成市町の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

 

  

伊達市 桑折町 国見町 川俣町

もやせる
ごみ

もやせる
ごみ

もやせる
ごみ

もやせる
ごみ

焼却

もやせない
ごみ

もやせない
ごみ

もやせない
ごみ

もやせない
ごみ

粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ

プラスチック
製容器包装

プラスチック
製容器包装

プラスチック
製容器包装

プラスチック
製容器包装

選別
圧縮

ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル

ガラスびん ガラスびん ガラスびん ガラスびん

古紙類 古紙類 古紙類 古紙類 リサイクル

小型家電 小型家電 小型家電 小型家電 リサイクル

伊達市 桑折町 国見町 川俣町 一次処理 二次処理

もやせる
ごみ

もやせる
ごみ

もやせる
ごみ

もやせる
ごみ

焼却
[組合]
ごみ焼却施設

■焼却灰・飛灰
[組合]最終処分場

もやせない
ごみ

もやせない
ごみ

もやせない
ごみ

もやせない
ごみ

粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ

プラスチック
製容器包装

プラスチック
製容器包装

プラスチック
製容器包装

プラスチック
製容器包装

選別
圧縮

[組合]
廃プラスチック
処理資源化施設

ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル

ガラスびん ガラスびん ガラスびん ガラスびん

古紙類 古紙類 古紙類 古紙類 リサイクル （売却） （売却）

小型家電 小型家電 小型家電 小型家電 リサイクル （売却） （売却）

※[組合]：伊達地方衛生処理組合が有する施設
※プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化については、令和11年度の実施に向けて検討中である。

[組合]
粗大ごみ処理施設

[組合]
ごみ焼却施設

処理施設等

選別
圧縮

[組合]
ペットボトル・びん
類
処理資源化施設

現状（令和4年度）

破砕
選別
圧縮

選別
圧縮

処理方法

破砕
選別
圧縮

[組合]
粗大ごみ処理施設

分別区分
処理方法

分別区分

処理施設等

今後（令和11年度）

■可燃残さ
[組合]ごみ焼却施設
■不燃残さ
[組合]最終処分場
■資源物
（売却）

（売却）

（売却）

[組合]
ペットボトル・びん類
処理資源化施設

[組合]
廃プラスチック処理資源化施設
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（３）処理施設等の整備 

前述した（２）の処理体制で、本地域のごみを処理するため、表３のとおり廃棄物処理施設の整

備を行います。 

 

表３ 整備する処理施設 

事業 

番号 

整備施設種類 

施設名 
事 業 名 処理能力 設置予定地 事業期間（年度） 

国土 

強靭化 

1 ごみ焼却施設 

エネルギー回収

型廃棄物処理施

設整備事業 

約 150t/日（予定） 
伊達市保原町字

西新田地内 

R9～R10 

（全体：R9～R13） 
－ 

2 ごみ焼却施設 
ごみ焼却施設

解体工事 
150t/日 

伊達市保原町字

西新田地内 

－ 

（全体：R14～R15） 
－ 

3 最終処分場 
最終処分場増

設事業 
現状 154,399m3 

伊達市保原町字

西新田地内 
R7 － 

（整備理由）事業番号１ 既存焼却施設の老朽化、エネルギーの高効率回収・有効利用の促進。 

（整備理由）事業番号２ ごみ焼却施設の整備（事業番号１）後、既存焼却施設を解体。 

（整備理由）事業番号３ 残余容量が少なくなっていることから、嵩上げ工事を実施し、10 年程度の延命化を図る。 

 

（４）施設整備に関する計画支援事業 

前述した（３）の施設整備に先立ち、表４のとおり計画支援事業を実施します。 

 

表４ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事 業 名 事業内容 事業期間 

1 

ごみ焼却施設整備事業に係る基本計画事業 施設整備基本計画 R6 

ごみ焼却施設整備事業に係る測量事業 測量 R6 

ごみ焼却施設整備事業に係る地質調査事業 地質調査 R6 

ごみ焼却施設整備事業に係る環境影響評価事業 環境影響評価 R6～R9 

ごみ焼却施設整備事業に係る基本設計事業 施設整備基本設計 R7～R8 

ごみ焼却施設整備事業に係る PFI 等導入可能性調査 PFI 等導入可能性調査 R8 

ごみ焼却施設整備事業に係る造成設計事業 造成設計 R8 

ごみ焼却施設整備事業に係る事業者選定支援事業 事業者選定 R9 
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（５）その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していきます。 

 

ア 不法投棄対策 

不法投棄をされないよう、組合と構成市町が連携し、住民や事業者に対してごみの適正排出・

適正処理に関する環境教育等を行います。 

 

イ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

桑折町、川俣町においては策定した災害廃棄物処理計画に基づき災害廃棄物の処理を行います。 

伊達市、国見町では、各市町で策定した地域防災計画やハザードマップ等に基づいて、適正

かつ迅速に災害廃棄物への対応を実施するとともに、新ごみ処理施設の供用開始までに災害廃

棄物処理計画を策定することとします。 

また、大規模災害時においては、令和 3 年 6月に福島県、県内市町村および県内一部事務組

合で締結した「福島県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定」に基づき、災害廃棄

物の処理を円滑に実施することとします。 

  



 

11 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

（１）計画のフォローアップ 

伊達地域の各市町では、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に

応じて各市町、福島県および国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行

います。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計画の事

後評価、目標達成状況の評価を行います。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画の策定に反映させるものとします。

なお、計画の進捗状況や社会的情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すものとします。 
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添付資料１ 対象地域図 
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添付資料２ 目標の設定に関するグラフ等 

 

（１）人口 

 

 

（２）事務所数 

 

※事務所数は、H24、H28 および R3 経済センサスを基に整理した。 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 95,033 93,551 92,037 90,125 88,557 89,058 88,065 87,076 85,938 84,800 83,662 82,524

川俣町 13,577 13,199 12,889 12,196 11,858 12,766 12,725 12,685 12,543 12,401 12,259 12,117

国見町 9,106 8,932 8,743 8,530 8,303 8,434 8,331 8,230 8,099 7,968 7,837 7,706

桑折町 11,841 11,679 11,443 11,320 11,126 11,038 10,903 10,769 10,618 10,467 10,316 10,165

伊達市 60,509 59,741 58,962 58,079 57,270 56,820 56,106 55,392 54,678 53,964 53,250 52,536
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 4,218 4,159 4,099 4,039 4,020 4,002 3,983 3,965 3,947 3,928 3,909 3,891

川俣町 675 660 646 631 631 631 631 631 631 631 631 631

国見町 340 337 333 330 326 323 319 315 312 308 304 301

桑折町 534 525 515 505 505 505 505 505 505 505 505 505

伊達市 2,669 2,637 2,605 2,573 2,558 2,543 2,528 2,514 2,499 2,484 2,469 2,454
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（３）事業系ごみ排出量 

 

 

（４）1 事業所あたりの事業系ごみ排出量 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 11,260 12,859 11,860 10,948 11,012 11,196 10,975 10,780 10,570 10,386 10,150 9,943

川俣町 2,014 1,887 1,996 1,816 1,870 2,015 1,991 1,972 1,938 1,908 1,869 1,836

国見町 1,091 1,158 1,128 1,042 1,251 1,049 1,027 1,007 985 964 939 916

桑折町 1,406 1,951 1,677 1,475 1,561 1,566 1,534 1,504 1,474 1,447 1,413 1,384

伊達市 6,749 7,863 7,059 6,615 6,330 6,566 6,423 6,297 6,173 6,067 5,929 5,807

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

事
業
系
ご

み
排
出

量
（

t）
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 2.66 3.08 2.88 2.70 2.73 2.78 2.74 2.71 2.67 2.63 2.58 2.54

川俣町 2.98 2.86 3.09 2.87 2.96 3.19 3.15 3.12 3.07 3.02 2.96 2.91

国見町 3.19 3.42 3.37 3.14 3.83 3.23 3.20 3.18 3.14 3.11 3.07 3.03

桑折町 2.61 3.70 3.24 2.90 3.08 3.08 3.01 2.95 2.90 2.84 2.78 2.72

伊達市 2.51 2.97 2.70 2.56 2.46 2.57 2.53 2.49 2.46 2.43 2.39 2.35
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（５）生活系ごみ排出量 

 

 

（６）1 人あたりの生活系ごみ排出量 

 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 27,378 27,685 28,249 28,370 28,397 27,232 26,674 26,190 25,668 25,221 24,642 24,138

川俣町 3,940 3,922 4,146 3,863 3,829 3,972 3,925 3,887 3,820 3,763 3,685 3,621

国見町 2,481 2,517 2,621 2,601 2,667 2,493 2,440 2,392 2,338 2,290 2,230 2,176

桑折町 3,459 3,469 3,668 3,659 3,663 3,485 3,411 3,347 3,277 3,218 3,143 3,078

伊達市 17,498 17,777 17,814 18,247 18,238 17,282 16,898 16,564 16,233 15,950 15,584 15,263
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 262 270 280 287 293 279 276 274 272 271 268 266

川俣町 271 279 301 295 301 292 289 287 285 284 281 279

国見町 235 245 265 264 285 258 255 253 251 250 247 245

桑折町 259 265 285 288 294 281 278 276 274 273 270 268

伊達市 264 274 276 288 292 279 276 274 271 270 267 265
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（７）事業系生活系ごみ排出量 

 

 

（８）総資源化量 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 38,638 40,544 40,109 39,318 39,409 38,428 37,649 36,970 36,238 35,607 34,792 34,081

川俣町 5,954 5,809 6,142 5,679 5,699 5,987 5,916 5,859 5,758 5,671 5,554 5,457

国見町 3,572 3,675 3,749 3,643 3,918 3,542 3,467 3,399 3,323 3,254 3,169 3,092

桑折町 4,865 5,420 5,345 5,134 5,224 5,051 4,945 4,851 4,751 4,665 4,556 4,462

伊達市 24,247 25,640 24,873 24,862 24,568 23,848 23,321 22,861 22,406 22,017 21,513 21,070
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 4,417 4,339 4,562 4,350 4,338 4,495 4,425 4,366 4,299 4,245 4,171 4,106

川俣町 417 421 484 441 460 449 443 438 428 424 415 409

国見町 513 526 501 569 479 508 502 493 485 479 471 463

桑折町 607 598 625 587 605 614 604 596 585 578 568 560

伊達市 2,880 2,794 2,952 2,753 2,794 2,924 2,876 2,839 2,801 2,764 2,717 2,674

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

総
資

源
化

量
（

t）

実績 予測



 

17 

 

（９）最終処分量 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本地域 4,632 5,144 4,969 4,892 5,060 4,638 4,543 4,459 4,370 4,293 4,191 4,104

川俣町 731 759 788 740 767 743 733 725 713 702 686 674

国見町 411 443 449 440 485 408 399 391 382 374 365 356

桑折町 575 675 647 613 644 593 580 568 557 548 534 522

伊達市 2,915 3,267 3,085 3,099 3,164 2,894 2,831 2,775 2,718 2,669 2,606 2,552

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

最
終
処
分

量
（

t
）

実績 予測



 

18 

 

添付資料３ 地域内の施設の現況（位置図） 

 

 

 

  

● 

伊達地方衛生処理組合 
・ごみ焼却施設 
・粗大ごみ処理施設 
・廃プラスチック処理資源化施設 
・ペットボトル・びん類処理資源化施設 
・最終処分場 
 
※新ごみ焼却施設についても組合敷地内

に整備予定 
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添付資料４ 現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ 
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分
地

伊
達

地
方

衛
生
処

理
組
合

セ
ル

＆
サ
ン

ド
イ

ッ
チ

方
式

埋
立

容
積

：
1
5
4
,
39
9
 
m
3

埋
立

地
面

積
：

2
9
,9
6
1
m
2

H
1
0.
3

未
定

未
定

（
２

）
更

新
（

改
良

）
・
新

設
施

設
リ
ス

ト

ご
み

焼
却
施

設
ご

み
焼

却
施

設
伊
達

地
方

衛
生
処

理
組
合

未
定

約
1
5
0t
/
日

R
1
4.
3

老
朽

化
、
ご

み
処

理
の
効

率
化

と
生
活

環
境

の
維
持

有

（
ご

み
焼

却
施

設
）

R1
4
.
4
～
R
1
6
.3

（
予
定

）

【
0
.
5
m未

満
】

建
設

予
定

地
の
西

側
の

地
盤
高

が
低
く

、
浸

水
地
域

と
な

っ
て
い

る
。

こ
の

た
め
、

造
成

工
事
に

て

地
盤

高
を

嵩
上
げ

す
る

他
、
止

水

板
の

設
置

な
ど
に

よ
り

浸
水
対

策

を
実

施
す

る
。

－

プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
再

商
品
化

を
実

施
す
る

た
め

の
施
設

整
備

事
業

備
考

R
7
嵩
上

げ
工

事

施
設

種
別

施
設

名
事
業

主
体

型
式

及
び

処
理

方
式

処
理
能

力
（

単
位
）

竣
工

予
定

年
月

更
新

（
改
良

）

・
新

設
理

由

廃
焼
却

施
設

の
解
体

の
有

無

（
解

体
施

設
の
名

称
）

廃
焼
却

施
設
解

体
事

業
着

手
（

予
定

）
年
月

完
了
（

予
定

）
年
月

想
定

さ
れ

る

浸
水

深
と

対
策

廃
止

ま
た

は

休
止
（

予
定
）

年
月

解
体

（
予

定
）

年
月

想
定

さ
れ
る

浸
水

深
と
対

策
備
考

新
ご
み

焼
却

施
設

の
竣
工

後
、

解
体

予
定

【
浸

水
深

：
0
.
5
～
3
m
未

満
】

周
辺

道
路

が
浸

水
し
た

場
合

は
、
災

害
協

定
に
基

づ
き

、
福
島

県
内

の
自

治
体

に
要
請

す
る

。

※
全

て
同

一
敷

地
内
に

あ
る

。

竣
工

年
月

施
設

種
別

施
設

名
事
業

主
体

型
式

及
び

処
理

方
式

処
理
能

力
（

単
位
）
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６
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９
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
6
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1
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2
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0
0

2
6
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0
0

1
6
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0
0

8
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0
0

8
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0
0

1
6
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

1
0
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0

1
0
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0

1
0
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0
0

1
0
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0
0
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1
,0
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0
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1
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0
0

4
1
,0

0
0
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1
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0
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6
6

6
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7
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0
0
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3

5
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7
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0
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0

0
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1
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5
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処
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に
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る
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生

処
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5
4
,3

9
9

m
3

R
7

R
7

合
  

  
 　

　
計

ご
み

焼
却

施
設

整
備

事
業

に
係

る
基

本
設

計
事

業
伊

達
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方
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生
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理
組
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R

7
R

8

ご
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焼
却

施
設

整
備

事
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造

成
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計
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業
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理
組
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8
R

8

ご
み

焼
却

施
設

整
備

事
業
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係
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事

業
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支
援
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業
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地
方
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処
理
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9

ご
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焼
却

施
設

整
備

事
業

に
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F
I等

導
入
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能

性
調
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達
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方
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理
組
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R

8
R

8

R
9

ご
み

焼
却

施
設

整
備

事
業

に
係
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質
調

査
事

業
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達
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方
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生
処

理
組
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R

6
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6

R
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ご
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焼
却

施
設

整
備

事
業
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係

る
測

量
事

業
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達
地

方
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生
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理
組

合
R

6
R

6-
全

体
期

間
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1
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1
5
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設
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備
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計
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援
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備
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設

解
体
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業
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達
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備
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方
衛

生
処

理
組

合
R

6
R
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○
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収
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す
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却
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整
備
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業

1
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方
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生
処

理
組

合
約

1
5
0
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R
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R
1
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全
体

期
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R
9
～

R
1
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循
環

型
社

会
形

成
推

進
交

付
金

事
業

実
施

計
画

総
括

表
２

事
　

業
　

種
　

別
事

業
番

号
事

業
主

体
名

　
　

　
称

規
　

模
事

業
期

間
総

事
業

費
（

千
円

）
交

付
対

象
事

業
費

（
千

円
）

備
　

　
考

事
　

業
　

名
　

称
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（エネルギー回収施設系） 

 
 

都道府県名 福島県  
 

(1)事業主体名 伊達地方衛生処理組合 

(2)施設名称 ごみ焼却施設 

(3)工期※1 
令和9年度～令和10年度 

（全体：令和9年度～令和13年度） 

(4)施設規模 処理能力： 約150ｔ/日 

(5)形式及び処理方式 
形式  ：検討中 

焼却方式：検討中 

(6)余熱利用の計画 
１．発電の有無   有（発電効率 未定） ・  無 

２．熱回収の有無  有（熱利用率 未定） ・  無 

(7)地域計画内の役割※2 

・ごみの適正処理 

・エネルギー回収の推進 

・広域処理の推進 

(8)廃焼却施設解体工事 

の有無 
  有   無 

 

(9)事業計画額 
68,567千円（全体：21,718,567千円） 

うち、交付対象事業費 68,567千円（全体：15,223,567千円） 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、金額を括弧書きす

ること。 

※2 基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載すること。また、二酸化炭素排出抑制対策事業

費等補助金を活用する場合は、廃棄物処理施設で生じた熱や発電した電力を地域でどう利活用するかについても記載

すること。 
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【参考資料様式５】 

 

施設概要（最終処分場系） 

 
 

都道府県名 福島県  
 

(1)事業主体名 伊達地方衛生処理組合 

(2)施設名称 一般廃棄物埋立処分地 

(3)工期※1 令和7年度 

(4)処分場面積、容積 総面積 29,961m2 埋立面積 29,961m2 埋立容積 154,399m3 

(5)処分開始年度 

及び終了年度 

埋立開始 平成10年度 

埋立終了 令和8年度 

(6)跡地利用計画 未定 

(7)地域計画内の役割 
最終処分量造成事業（嵩上げ工事）を行うことにより、10年程度の延命

化を図り、ごみ処理を安定的に実施する。 

(8)廃焼却施設解体工事 

の有無 
  有   無 

 

(9)事業計画額 
330,000千円 

うち、交付対象事業費 330,000千円 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、金額を括弧書きす

ること。 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

 
 

都道府県名 福島県  
 

(1)事業主体名 伊達地方衛生処理組合 

(2)事業目的 ごみ焼却施設整備のため 

(3)事業名称 
ごみ焼却施設整備事業に

係る基本計画事業 

ごみ焼却施設整備事業に

係る測量業務 

ごみ焼却施設整備事業に

係る地質調査事業 

(4)事業期間 令和6年度 令和6年度 令和6年度 

(5)事業概要 施設整備基本計画 測量 地質調査 

(6)総事業計画額 

13,000千円 

うち、交付対象事業費 

13,000千円 

8,000千円 

うち、交付対象事業費 

8,000千円 

15,000千円 

うち、交付対象事業費 

15,000千円 

 

(3)事業名称 
ごみ焼却施設整備事業に

係る環境影響評価事業 

ごみ焼却施設整備事業に

係る基本設計事業 

ごみ焼却施設整備事業に

係るPFI等導入可能性調査 

(4)事業期間 令和6年度～令和9年度 令和7年度～令和8年度 令和8年度 

(5)事業概要 環境影響評価 施設整備基本設計 PFI等導入可能性調査 

(6)総事業計画額 

160,000千円 

うち、交付対象事業費 

160,000千円 

16,000千円 

うち、交付対象事業費 

16,000千円 

5,000千円 

うち、交付対象事業費 

5,000千円 

 

(3)事業名称 
ごみ焼却施設整備事業に

係る造成設計事業 

ごみ焼却施設整備事業に

係る事業者選定支援業務 

(4)事業期間 令和8年度 令和9年度 

(5)事業概要 造成設計 事業者選定 

(6)総事業計画額 

10,000千円 

うち、交付対象事業費 

10,000千円 

41,000千円 

うち、交付対象事業費 

41,000千円 

 


